
第９節 国際予備審査報告の送付、送達

１１．．出出願願人人、、国国際際事事務務局局へへのの送送付付

国際予備審査機関は、特許性に関する国際予備報告の送付の通知書（PCT/IPEA/416）並び

に特許性に関する国際予備報告（PCT/IPEA/409）及びその附属書類を、出願人及び国際事務

局に同一の日に送付します。 （条３６ 、規７１ １、法施５７）

２２．．選選択択国国へへのの送送達達

国際事務局は、国際予備審査報告（附属書類を含む）及びその所定の英訳（ただし附属書類

を除く）を作成して、各選択官庁に送達します。また、同時に出願人にも送付されます。国際

事務局からの送達は、各選択国による請求により、優先日から３０月経過後に行われます。

（条３６ 、規７２．２、同７３．２）

３３．．報報告告のの附附属属書書類類 （規７０．１６）

（１）以下①～④に列挙する差し替え用紙及び書簡は報告に附属書類として添付されます。ただ

し、以下①～③の差し替え用紙であっても、後の差し替え用紙又は用紙全体を削除すること

となる補正によって差し替えられたもの又は取り消されたものとみなすものは添付されませ

ん。

① 条約第３４条の規定に基づく補正書の差し替え用紙及びその書簡（「手続補正書（法第

１１条の規定による補正）」）

② 条約第１９条の規定に基づく補正書の差し替え用紙及びその書簡

③ 国際予備審査機関によって許可された明白な誤記の訂正の差し替え用紙及びその書簡

（「明らかな誤りの訂正請求書」）

④ 国際予備審査機関が国際予備審査開始後に受領したため、報告に考慮されなかった明白

な誤記の訂正に関する用紙及びその書簡（「明らかな誤りの訂正請求書」）

（２）以下①②の場合には前記（１）の記載にかかわらず、差し替えられ又は取り消された差し

替え用紙及びその書簡についても、附属書類として添付されます。

① 差し替えようとし又は取り消そうとする補正が、国際出願の開示の範囲を超えてされた

補正であると国際予備審査機関に認められた場合

② 差し替えようとし又は取り消そうとする補正について、補正の根拠を表示する書簡が提

出されなかったため、その補正が行われなかったものとして報告が作成された場合

４４．．附附属属書書類類のの翻翻訳訳文文

附属書類の所定の翻訳文は、出願人が所定の期間内に選択官庁に送付します。

（条３６ 、規７４ １ ）

第９章 中小企業、スタートアップ企業及び大

学等を対象とした軽減・支援措置

２０２４年１月１日以降にされた国際出願又は国際予備審査請求から、国際出願に係る軽減・

支援措置により、中小企業等の対象者について必要な全ての手数料を一括してサポートします。

１１．．軽軽減減・・支支援援措措置置のの対対象象者者・・措措置置内内容容

２０２４年１月１日以降に特許庁が受理する日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る

送付手数料・調査手数料・予備審査手数料の軽減措置、及び国際出願手数料・取扱手数料の支

援措置における対象者と措置内容は以下のとおりです。

対象者は、申請日（願書又は国際予備審査請求書を提出する日）において要件を満たしてい

る必要があります。 （法１８の２、令３、同５、法施７９ 、同８１ ）

＜対象者・措置内容一覧表＞

対象者（※） 措置内容（手数料の負担割合）

中小企業（会社） ＜出願時＞ 
送付手数料・調査手数料・国際出願手数料：1/2 

＜予備審査請求時＞ 
予備審査手数料・取扱手数料：1/2 

中小企業（個人事業主）

中小企業（組合・NPO法人）

中小スタートアップ企業

（法人・個人事業主）

＜出願時＞ 
送付手数料・調査手数料・国際出願手数料：1/3 

＜予備審査請求時＞ 
予備審査手数料・取扱手数料：1/3 小規模企業（法人・個人事業主）

研究開発型中小企業

（会社・個人事業主・組合・NPO法人）

＜出願時＞ 
送付手数料・調査手数料・国際出願手数料：1/2 

＜予備審査請求時＞ 
予備審査手数料・取扱手数料：1/2 

アカデミック・ディスカウント

（大学等、大学等の研究者）
＜出願時＞ 

送付手数料・調査手数料・国際出願手数料：1/2 
＜予備審査請求時＞ 
予備審査手数料・取扱手数料：1/2 

独立行政法人等

公設試験研究機関を設置する者

地方独立行政法人

承認TLO
試験独法関連TLO
福島復興再生特別措置法の認定福島復

興再生計画に基づいて事業を行う中小

企業

（会社・個人事業主・組合・NPO法人）

＜出願時＞ 
送付手数料・調査手数料・国際出願手数料：1/4 

＜予備審査請求時＞ 
予備審査手数料・取扱手数料：1/4 

※ 各対象要件の詳細は、「2024 年 1 月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料

に係る軽減・支援措置の申請手続」（以下の特許庁ウェブサイト中「＜対象者・措置内容一

覧表＞」の対象者名からリンク）を参照してください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei_202401.html#1 
※ 共同出願である場合、すべての者が対象要件を満たしている必要はなく、いずれか１者が
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対象要件を満たしていれば、その者の持分に応じて軽減・支援措置申請を行うことができま

す。

２２．．軽軽減減・・支支援援措措置置申申請請手手続続

（１）申請時期

願書又は国際予備審査請求書と同時 （法施８４ 、同８４の２）

※ 願書又は国際予備審査請求書の提出後に申請手続を行っても、軽減・支援措置は適用

されませんので、必ず同時に提出してください。

（２）申請方法

「手数料軽減申請書」により軽減・支援措置の申請を行います。

（令４、法施８４ 、同８４の２ ）［様式６－１］

※ 国際出願又は国際予備審査請求時に軽減・支援措置の申請を行う場合は、手数料計算

用紙に軽減・支援措置適用後の額を記載してください。

① 書面手続で国際出願又は国際予備審査請求をする場合

願書又は国際予備審査請求書に「手数料軽減申請書」を添付して提出を行います。

② オンライン手続で国際出願又は国際予備審査請求をする場合

「手数料軽減申請書」（イメージデータ）を添付して提出を行います。

※ イメージデータの添付方法は、以下の特許庁ウェブサイトを参照してください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/imagedata.html 
※ 手数料の軽減・支援措置を受ける場合には、「料金表メンテナンス」にて「料金表」の

金額を軽減・支援措置適用後の金額に変更する必要があります。以下の特許庁ウェブサ

イトを参照してください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/nyuryoku.html 

手数料軽減申請書に必要事項を記載することで、申請者が軽減・支援措置対象の要件に該

当することを証する書面（証明書類）の提出を省略することができます。ただし、必要に応

じて、特許庁が証明書類を求める場合があります。 （法施８５）

共同出願で、申請者（軽減・支援措置の対象となる者）が複数いる場合、願書及び国際予

備審査請求書に添付する手数料軽減申請書は１通にまとめて手続をしてください。

共同出願である場合には、必ず持分の割合を定め、出願人全員（軽減・支援措置対象とな

らない者を含む）の持分割合を手数料軽減申請書に記載していただく必要があります。手数

料軽減申請書に持分の割合を記載することで、持分の割合に関する証明書の提出を省略する

ことができます。 （法施８３ ）

（３）軽減・支援措置適用後の手数料額

軽減・支援措置適用後の国際出願関連手数料の計算にあたっては、以下の特許庁ウェブサ

イトに掲載している手数料計算ツールをご利用ください。

※ 国際出願関係手数料計算ツール（エクセル形式）

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_fee_process.html 
（上記特許庁ウェブサイトにて最新適用日に対応した「国際出願関係手数料の計算ツール」

─ 136 ─

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/imagedata.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/nyuryoku.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_fee_process.html


対象要件を満たしていれば、その者の持分に応じて軽減・支援措置申請を行うことができま

す。

２２．．軽軽減減・・支支援援措措置置申申請請手手続続

（１）申請時期

願書又は国際予備審査請求書と同時 （法施８４ 、同８４の２）

※ 願書又は国際予備審査請求書の提出後に申請手続を行っても、軽減・支援措置は適用

されませんので、必ず同時に提出してください。

（２）申請方法

「手数料軽減申請書」により軽減・支援措置の申請を行います。

（令４、法施８４ 、同８４の２ ）［様式６－１］

※ 国際出願又は国際予備審査請求時に軽減・支援措置の申請を行う場合は、手数料計算

用紙に軽減・支援措置適用後の額を記載してください。

① 書面手続で国際出願又は国際予備審査請求をする場合

願書又は国際予備審査請求書に「手数料軽減申請書」を添付して提出を行います。

② オンライン手続で国際出願又は国際予備審査請求をする場合

「手数料軽減申請書」（イメージデータ）を添付して提出を行います。

※ イメージデータの添付方法は、以下の特許庁ウェブサイトを参照してください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/imagedata.html 
※ 手数料の軽減・支援措置を受ける場合には、「料金表メンテナンス」にて「料金表」の

金額を軽減・支援措置適用後の金額に変更する必要があります。以下の特許庁ウェブサ

イトを参照してください。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/nyuryoku.html 

手数料軽減申請書に必要事項を記載することで、申請者が軽減・支援措置対象の要件に該

当することを証する書面（証明書類）の提出を省略することができます。ただし、必要に応

じて、特許庁が証明書類を求める場合があります。 （法施８５）

共同出願で、申請者（軽減・支援措置の対象となる者）が複数いる場合、願書及び国際予

備審査請求書に添付する手数料軽減申請書は１通にまとめて手続をしてください。

共同出願である場合には、必ず持分の割合を定め、出願人全員（軽減・支援措置対象とな

らない者を含む）の持分割合を手数料軽減申請書に記載していただく必要があります。手数

料軽減申請書に持分の割合を記載することで、持分の割合に関する証明書の提出を省略する

ことができます。 （法施８３ ）

（３）軽減・支援措置適用後の手数料額

軽減・支援措置適用後の国際出願関連手数料の計算にあたっては、以下の特許庁ウェブサ

イトに掲載している手数料計算ツールをご利用ください。

※ 国際出願関係手数料計算ツール（エクセル形式）

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_fee_process.html 
（上記特許庁ウェブサイトにて最新適用日に対応した「国際出願関係手数料の計算ツール」
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